
号

分任契約担当官
自衛隊埼玉地方協力本部長

１

（１）

品 名 規 格

（２）

（３） 6 年 ４ 月 １ 日 ～ ７ 年 ３ 月 ３１ 日

２ 入札参加資格
（１）　 令和4.5.6年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書を受けた者のうち、「役務

の提供等」でD等級以上に格付けされ、関東甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。

（２） 　予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者。
（３）　　 　契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中でない者（協力者を含む）。
（４）　　　 暴力団対策法により指定された団体又はその関係者でない者。
（５） 　防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の

調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
（６）　 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品

の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
（７）　 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当

する省指名停止権者が認めた場合にはこの限りでない。

３ 契約条項
談合等の不正行為に関する条項、暴力団排除に関する特約条項

４ 契約条項を示す場所

５ 競争入札を執行する場所及び日時
（１）
（２） 6 年 ３ 月 ２２ 日 （金） １３ 時 １０ 分

６ 落札決定方法
（１）　 総額とし、予定価格の範囲内をもって判定する。
（２） 　入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を
入札書に記載すること。

（３）　　 　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

７ 　入札書に記載すべき事項
　「当社（私(個人の場合）、当団体（団体の場合））は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について
 誓約いたします。」

８ 入札保証金
（１） ： 免除　　（ただし、落札者が契約を結ばないときは、落札金額の

 １００分の５以上を違約金として徴収する。）
（２） ： 免除　　（ただし、契約者がその義務を履行しないときは、契約金額の

 １００分の１０を違約金として徴収する。）

９ 入札の無効
（１）　 第2項に示す競争入札に参加する資格のない者の行った入札
（２）　 入札金額が明瞭でない場合及び入札者が誰であるか識別しがたい場合
（３）　 入札に関する条件に違反した場合

10 契約書の作成の有無
契約金額が５０万円以上の場合は請書を、１５０万円以上の場合は契約書を作成する。

　 履行場所
　 仕様書のとおり
　 履行期間 令　和

公 告 第 4

令 和 6 年 3 月 12 日

公　　　告

　 入札保証金

　竹　内　　浩　之

競争入札に付する事項

　 品名等

単　位 数　量

庁舎清掃役務 仕様書のとおり 式 1

　全省庁統一資格を申請中の場合は、申請中の旨を入札時に証明できる者であること。

令　和

自衛隊埼玉地方協力本部本部総務課事務室

　 契約保証金

　 場　　　所  自衛隊埼玉地方協力本部３階会議室
　 入札日時 令　和

あるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る



11 その他
（１）　入札参加希望者は令和5年3月1９日(火）　１６時００分までに下記の連絡先へ一報すること。
（2） 　市価調査書については、 ６ 年 ３ 月 19 日 １６ 時 ００ 分までにFAXにより送付し、

入札までに原本を提出すること。
（3） 　郵便等による入札については、 ６ 年 ３ 月 ２１ 日 １６ 時 ００ 分まで必着とし、入札書を

内封筒に入れ、内封筒に会社名、入札日時、件名及び「入札書在中」と朱書きにより明記すること。
　なお、事前に郵送等により入札する旨の連絡をし、発送者の責により到着を確認するものとする。

（4）　 電報・電話等による入札は認めない。
（5）　入札に参加する者は、入札までに資格決定通知書の写しを提出すること。
（6）　 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。
（7）　 問い合わせ先

　 仕様書等についての問い合わせ先
　 自衛隊埼玉地方協力本部　総務課管理班　清水 　　TEL０４８－８３１－６０４３
　 入札・契約についての問い合わせ先
　 自衛隊埼玉地方協力本部　総務課会計班　小河 　　TEL０４８－８３１－６０４３

　　FAX０４８－８３１－６０４３（切替）

令和

令和



１ 

調達要求番号： 

自衛隊埼玉地方協力本部仕様書 

物品番号  仕様書番号 

庁舎清掃役務 

第 － 号 

作  成 令和 ６年  月  日 

変  更 令和  年  月  日 

作成部隊等名 自衛隊埼玉地方協力本部 

 

1 適用範囲 

この仕様書は、浦和地方合同庁舎において実施する庁舎清掃役務（以下、役務という。）について

規定する。 

 

2 一般事項 

a)  この仕様書の内容に疑義が生じた場合又は明示がない場合は、監督官等と協議のうえ内容を確認

することとする。 

b)  契約相手方は本仕様書及び現地において、相違、疑義、あるいは不明な点が生じた場合は、監督 

官と協議しその指示に従うものとする。 

c) 本役務実施に際し、本仕様書に明記なき事項についても施行上当然処置すべき事項は、契約相手 

方の負担で実施するものとする。 

d) 安全に十分注意し、危険防止のための措置を講ずるとともに、各工程において安全に対する検討 

を行い、必要な措置を講ずるとともに、安全管理を徹底すること。 

e) 本役務実施に際し、備品及び機器、車両等、施設等を汚破損した場合は、速やかに監督官へ通報 

 するとともに、契約相手方の責任により原状復帰するものとする。 

f) 本役務実施に際し、許可された場所以外の無断立入は禁止とする。 

g) 本役務実施に当たっては監督官等の指示に従い、常に善良な管理者の注意をもって行わなければ 

ならない。 

h) 契約相手方は、従事者の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うものとする。 

i） 契約相手方は、この契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他

の目的に使用してはならない。 

 

3 役務に関する要求 

3.1 役務の内容 

浦和地方合同庁舎の庁舎清掃役務（以下「役務」という。）を実施する。なお、実施要領について

は次のとおりとする。 

a) 日常清掃       別紙第１ 

b) 定期清掃       別紙第２ 

 



 

２ 

3.2 作業時間 

3.2.1 共通事項 

a) 平日とは、休日を除く開庁日をいう。 

b) 休日とは、土曜、日曜、祝祭日、振替休日並びに１２月２９日から１月３日までの間をいう。 

c) 作業時間外に作業を実施する可能性がある場合は、事前に監督官等に申し出て許可を得るものと

する。 

3.2.2 日常清掃 

平日８時００分～１７時００分までを基準とする。 

3.2.3 定期清掃 

 休日（土曜、日曜、祝祭日）８時３０分～１７時００分までを基準とする。 

3.3 作業の条件 

3.3.1 共通事項 

a) 役務に必要な機械器具、洗剤、清掃用具等及びそれに必要な消耗品は、全て契約相手方負担とす

る。 

b) 官側は、契約相手方が清掃するのに必要な用水、電力及び役務従事者の控室等を無償で提供する。 

3.3.2 日常清掃（共用部分） 

a) 別紙第８「日常清掃チェックリスト」に基づき実施した項目をチェックし、毎日の清掃終了後、

チェックリストを提出し確認を受けるものとする。 

b) トイレットペーパー、ゴミ袋、トイレ手洗い用水石けん、尿石付着防止剤、消臭剤及び消臭スプ

レーに限り、官側で用意したものを使用できる。 

3.3.3 定期清掃 

a) 定期清掃に使用する機械器具及び資材は当日搬入するものとする。 

b) 床清掃、剥離及びワックス掛けの際は、移動可能な物品を移動させてから実施し、清掃終了後は

現状復帰させるものとする。 

c) 草刈り作業実施の際は、ワイヤーまたは草刈り刃の伐採機使用を基準とし、あわせてベニヤ板ま

たは飛散防止ネット等を用いて石の飛散防止に留意して実施するものとする。 

d) 草刈り作業における芝部分の仕上がりは、芝の長さ３ｃｍ以内を基準とする。 

c) 定期清掃の作業量及び所要時間を考慮し、１日で完了できる人員及び機械器具を整えて実施を基

準とし、万が一人員及び機械器具が不足する場合は複数日にわたり実施をするものとする。その際、 

監督官等に調整するものとする。 

d) 清掃により発生したゴミ（庁舎内外清掃で回収したゴミを除く。）については、契約相手方が適

正に処分するものとする。 

e) 定期清掃を実施した後、建築物清掃管理評価資格者２級（作業品質）以上の資格又は同等以上の

資格を有する者（以下、資格者という）による点検を行うものとする。 

f) 改善を要する箇所がある場合は、資格者から別紙第９に示す改善指示書の発行を受け、やり直し

及び改善をすること。 

f) 契約相手方は日程に変更が生じた場合には、速やかに監督官等へ通知するものとする。 

 



３ 

 

3.4 場 所 

埼玉県さいたま市浦和区常盤４－１１－１５ 浦和地方合同庁舎 

 

4 検 査 

 完了検査は、監督官が定める確認要領による。 

 

4.1 提出書類 

提出書類は、表による。 

 

表－提出書類 

番号 種類 様式 数量 提出時期 

1 開始届 別紙第３  

 

１部 

 

契約完了後 

～ 

最初の作業開始まで 

2 現場代理人等指名・変更通知書 別紙第４ 

3 現場代理人略歴書 別紙第５ 

4 資格者の資格証明書の写し 様式自由 

5 日程表 別紙第６ 

6 完了届 別紙第７ 

１部 毎月各点検終了後 7 日常清掃チェックリスト 別紙第８ 

8 改善指示書等その他必要な書類 別紙第９ 

 

5 その他の指示 

 検査完了後は、速やかに日常清掃チェックリスト、完了届およびその他必要な書類を提出すること。 

 

 



別紙第１

１　日常清掃実施項目

素材・面積・数量 実施時期 内　容 清掃要領

1　除塵 　箒又は掃除機で集塵する。

2　部分水拭き 　汚れ、水滴等が付着した部分を拭く。

3　全面水拭き 　床全面をモップで水拭きする。

手摺り 東西階段：木材 　水拭き 　手摺りを拭き上げる。

玄関マット 5枚 　除塵 　庁舎出入口に設置されている玄関マットを掃除機で集塵する。

ごみ箱 3箇所 　ごみ収集
　湯沸室ゴミ箱周辺に置かれているごみを、収集集積場所に持っ
ていく。

1　水拭き 　洗面台、鏡を拭きあげる。

2　洗浄 　便器内を専用洗剤を用いて洗浄後、便器外側を拭きあげる。

3　床清掃 　便所床を専用モップで水拭きする。

4　補充 　トイレットペーパー、手洗い用水石けん等を補充する。

5　ごみ収集 　ゴミ・汚物を処理する。

1　全面水拭き 　床全面をモップで水拭きする。

2　部分水拭き 　ボタン周囲、手摺り、鏡を水拭きする。

2階Ｐタイル：8.67㎡ 　全面水拭き 　床全面をモップで水拭きする。

3階カーペット：8.66㎡ 　除塵 　掃除機で集塵する。

庁舎周辺 アスファルト1140㎡ 週3回 　掃き拾い 　巡回して粗ごみ、落ち葉の掃き拾いを行う。

喫煙所 １箇所 　吸殻収集
　確実に消火されていることを確認した後、吸殻を収集し、タオ
ルで灰皿を拭く。

　不備事項の修正 　契約担当官等が指示する箇所の修正及び軽微な作業を行う。

２　日常清掃実施区分図
 (1)　庁舎内

　 付紙第１による。
 (2)　庁舎外

　 付紙第２による。 ４

休日を除
く毎日

その他

日常清掃実施内容

便器16個、
洗面器7個
床：磁器タイル71.63㎡

便所

床

343㎡

1階：磁器タイル146㎡
2･3階：Ｐタイル197㎡

項　目

ＥＶ マット：7.28㎡

ＥＶホール

週1回

庁
舎
外

庁
舎
内



□ ▽ ▽ □
階 階
段 P S 段

↑ ○ D S ↑
降 □ 降

□ ▽ ▽ □
階 階
段 P S 段

↑ ↑ ○ D S ↑ ↑
昇 降 □ 昇 降

○ □ ▽ ▽ □
階 倉庫 階 倉庫

段 (7.0) 段 (6.0)

↑ 出 □ ○ ↑
昇 □ 昇

→ →
↑

（凡例）

共用部分

５
  付紙第１

日常清掃役務実施区分図（庁舎内）

（３階）
42,000

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

5,
16
5 副本部長室 EV 当直室 男女便所 (20.32)

6,000 6,000

(20.32) 倉 庫 更衣室 （15.495）

(5.58) (6.54)

会 議 室 (19.84) (7.28) (10.67) ○　○ 湯沸室 人事班 サーバー室

(44.82) (4.13) (20.32) (15.495) 援護課
(5.09) (44.82)

1
4
,
4
0
0

2
,
0
3
5 通路 EVホール 廊下 (48.84)

(7.42)

募 集 課 援護課
(44.82) (108.0)

(8.66)

7,
20
0 本部長室 総 務 課

休養室 休養室
(7.28) (10.67) ○　○ (11.365) (15.495) (15.495)

（２階）

(20.32) 備蓄庫 （15.495）

EV 耐火書庫 男女便所 (20.32) (5.58)女子更衣室

（１階）

湯沸室

(5.09) (4.13)

EVホール 廊下 (48.84)

(52.16) (10.67) ○　○ （空調室） (26.16) (21.49)

EV
会議室 (7.28) 身障便所 男女便所 (20.32)  屋内機械室

(30.31) (3.15) (12.23)

(41.66)
（5.116）

書庫 廊下 (72.285)

(6.56)

スロ－プ  合庁倉庫

(29.34) (10.8)

事務室 室長室 事務室 倉庫

(29.88) 玄関 (44.82) (106.38) (2.98)

床清掃（磁器タイル：146㎡）

床清掃（Ｐタイル：197㎡）

便所（便器16個、洗面器7個、
床：磁器タイル71.63㎡）

(22.41)(130.41)

ＥＶ（マット：7.28㎡）

ＥＶホール（カーペット：8.66㎡）

ＥＶホール（Ｐタイル：8.67㎡）

更衣室
(14.4) (32.59)

ホ－ル 湯沸室 倉 庫

機械室  自衛隊倉庫

(8.67)

事務室
(422.53)



6
付紙第２

1,200

13,400

5,800

62,840

60,350

73,240

2,270

2,800

4,200

8,000

5,700
9,230

日常清掃役務実施区分図（庁舎外）

8,500

1,250

1,852

24,170
2,2704,5306,040

6,280

6,200

14,400

28,200

10,400

5,5002,500

42,450

1,010

4,500

3,500

5,500

2,500

9,060

2,000

24,818

68,170

7,500

11,000

4,500

2,500

2,700

54,500

700

2,500

52,140

3,000

12,500

46,850

2,700

4,700

5,000

27,420

2,700

2,500

2,500

7,000

○

凡例

庁舎周辺掃き拾い（1140㎡）

△ 喫煙所

△



１　清掃項目等

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1　箒又は掃除機で除塵する。
2　専用洗剤及び専用器材を用い、床表面の汚れ（ヒールマーク等）を取り除く。
3　バキューム等により洗剤を除去した後、モップ等によりきれいに拭き取る。
4　モップ等により樹脂ワックスを均等に塗布する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

注意事項等
1　机、ロッカー等の移動が困難な備品以外は、移動させてから清掃すること。
2　実施後は、移動したものを元の位置に戻すこと。

27日 6日 8日 13日 10日 7日 20日 9日 18日 8日 8日

○

21日

1　中性洗剤等をしみ込ませたウォッシャー等により表面の汚れを取り除く。
2  スクイージー等により、表面の水分を取り除く。
3　窓枠の汚れを雑巾等できれいに拭き取る。

○ ○ ○

注意事項等
　作業中、やむを得ず備品を踏み台とする場合は、損傷等しないように十分に注
意すること。高所作業の際は安全ロープを装着する等安全管理に留意すること。

8日 20日 8日

1　排水管及び溜桝等の清掃を行う。
2　各階排水管（雑排水管）の洗浄を行う。

○

注意事項等
　排水管洗浄の際は、既存の配管の状態を確認し、損傷等しないように十分に注意
すること。

9日

1　塗りつぶし箇所(1620㎡)の内、機材による草刈が可能な箇所については機材
 を使用し実施する。
2　機材による草刈が困難な箇所は、外柵を含み手による草抜き等を実施する。
（外柵外側の敷地と歩道の境界も実施する。）
3　塗りつぶし箇所全域の草、枯葉及びゴミを回収し、ゴミ袋に入れる。ゴミ袋
 は、透明又は半透明の物を使用する。
4　路上に散らばった草、枯葉及びゴミについても全て回収しゴミ袋に入れる。
5　集めたゴミは、敷地内ゴミ集積場所へ集積する。
6　敷地内の駐車車両及び施設に損傷を与えていないか点検を実施する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

注意事項等
1　施設、車両及び歩行者への飛び石の可能性がある箇所は、ベニヤ板または飛散防
止ネット等を用いて石の飛散防止に努めること。
2　対象場所の草を根元から抜き取ること。
3　草刈り作業の際は、ワイヤーまたは草刈り刃の伐採機使用を基準とし、芝の部分
の仕上がりは、長さ3cm以内を基準とすること。

6日 8日 13日 10日 7日 20日 9日

未舗装部分
1620㎡

階段、廊下
102.8㎡

実施月1回
第2土曜基準

草刈

別紙第２
定期清掃実施内容

回
数

11

3

実施回数 清掃要領
実施日（基準）

項　目 場所・数量

1

庁
舎
内

排水管洗浄
給湯室、便所
60ｍ 実施年１回

床清掃

窓ガラス清掃
窓ガラス、内外
374㎡

1

実施月1回

床剥離、
ワックス掛け

階段、廊下及び
その他共用部分
113.6㎡

実施　月1回
実施月に示
す日を基準
に実施 1　箒又は掃除機で除塵する。

2　樹脂ワックスに剥離剤を十分浸透させた後、専用器材を用いてワックスを取
 り除く。
3　バキューム等により剥離剤を除去した後、モップ等できれいに拭き取る。
4　モップ等により樹脂ワックスを均等に塗布する。

７

庁
舎
外

7



○ ○

7～
11日
21～
25日

5～
8日
18～
22日

○ ○

8日 21日

２　定期清掃実施区分図
 (1)　庁舎内

　 付紙第３
 (2)　庁舎外

　 付紙第４

８

2

庁
舎
外

30㎡貯水池清掃 実施月1回

1  スコップ等の工具又は器材を用いて貯水池内の枯葉等及び汚泥を除去する。
 その際、貯水池内の動植物については除去しないこと。
2　除去した汚泥については、敷地内の指定場所（別示）に集積する。また、枯
 葉については、水をしっかりと切りゴミ袋に詰めて敷地内ゴミ集積場所へ集積
 することができる。
3　清掃により水位が大きく減少した場合は、備え付けの蛇口から水道を張る。
4　作業によって貯水槽周辺が汚れた場合は、清掃を実施する。

未舗装部部分
清掃

未舗装部分
1620㎡

実施月2回
第2週1回
第4週1回

1　未舗装部分全域の草、枯葉及びゴミを回収し、ゴミ袋に入れる。
2　ゴミ袋は、透明又は半透明の物を使用する。
3　集めたゴミは、敷地内ゴミ集積場所へ集積する。

4



９
付紙第３

□ ▽ ▽ □
階 階
段 P S 段

↑ ○ D S ↑
降 □ 降

□ ▽ ▽ □
階 階
段 P S 段

↑ ↑ ○ D S ↑ ↑
昇 降 □ 昇 降

○ □ ▽ ▽ □
階 倉庫 階 倉庫

段 (7.0) 段 (6.0)

↑ 出 □ ○ ↑
昇 □ 昇

→ →
↑

（凡例）

定期清掃役務実施区分図（庁舎内）

（３階）
42,000

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

(20.32) 倉 庫 更衣室 （15.495）

(5.58) (6.54)

(44.82) (4.13) (20.32) (15.495) 援護課
(5.09) (44.82)

会 議 室 (19.84) (7.28) (10.67) ○　○ 湯沸室 人事班

1
4
,
4
0
0

2
,
0
3
5 通路 EVホール 廊下 (48.84)

(7.42)

募 集 課

ｻｰﾊﾞｰ室

5,
16
5 副本部長室 EV 当直室 男女便所 (20.32)

(44.82) (108.0)

(8.66)

7,
20
0 本部長室 総 務 課

(11.365) (15.495) (15.495)

（２階）

(20.32) 備蓄庫 （15.495）

EV 耐火書庫 男女便所 (20.32) (5.58)女子更衣室

（１階）

湯沸室

(5.09) (4.13)

EVホール 廊下 (48.84)

(52.16) (10.67) ○　○ （空調室） (26.16) (21.49)

EV
会議室 (7.28) 身障便所 男女便所 (20.32)  屋内機械室

(30.31) (3.15) (12.23)

(41.66)
（5.116）

書庫 廊下 (72.285)

(6.56)

スロ－プ  合庁倉庫

(29.34) (10.8)

事務室 室長室 事務室 倉庫

(29.88) 玄関 (44.82) (106.38) (2.98)

排水管洗浄（60ｍ）

(130.41)
援護課
(22.41)

階段、廊下床(102.8㎡）

更衣室
(14.4) (32.59)

ホ－ル 湯沸室 倉 庫

機械室  自衛隊倉庫

(8.67)

事務室
(422.53)

休養室 休養室
(7.28) (10.67) ○　○



援護課

援護課

(130.41)

7,500

13,400

2,700

ゴミ集積場所

機材草刈禁止箇所(220㎡)

草刈・未舗装部分清掃実施
箇所(1620㎡)

貯水槽清掃実施箇所(30㎡)

27,420

2,700

5,000

4,500

凡例

△

11,000

62,840

2,500

68,170

2,700

8,500

12,500

700

52,140

2,500

2,500

7,000

54,500

1,010

42,450

24,818

3,500

4,500

1,250

1,852

2,2704,530

１０

6,040

定期清掃役務実施区分図（庁舎外）
付紙第４

1,200

73,240

2,800
22.41

○

2,500

5,5002,500

2,500 3,000
14,400

4,700

28,200

5,500

6,200

60,350

6,280

10,400

4,200

8,000

5,7002,000
9,230

5,800

2,270

46,850

24,170
9,060

△



別紙第３

１ 件　　　名：

２ 金　　　額： (130.41)

３ 工　　　期： 令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

４ 開始年月日： 令和　　　年　　　月　　　日

上記のとおり開始しましたので、お届けします。

令和　　　年　　　月　　　日

分任契約担当官

自衛隊埼玉地方協力本部長

竹　　内　　浩　　之　　殿

請負者住所

会　社　名

氏　　　名 印

開始届様式

※１　枠内をＡ４縦で作成する。
　２　氏名欄は、社印を押印する。

開　　　　始　　　　届

１１



別紙第４

件　　　名：

上記のとおり現場代理人等を指名・変更したので、略歴書を添えて通知します。

　令和　　　年　　　月　　　日

分任契約担当官

自衛隊埼玉地方協力本部長

竹　　内　　浩　　之　　殿

請負者住所

会　社　名

代表者氏名 印

意　見

上記内容について問題なし。

令和　　年　　月　　日

現場代理人等指名・変更通知書様式

※１　枠内をＡ４縦で作成する。
　２　氏名欄は、社印を押印する。

現場代理人等指名・変更通知書

種　　別 備　　考現場代理人等氏名

１２



別紙第５

１ 氏名及び生年月日：

２ 現　住　所：

(130.41)

３ 職　　　　歴（純粋に本役務に従事した職種及び地位を最新のものまで記入）

４ そ　の　他 （本役務に関連した有資格事項を記入）

上記のとおり相違ありません。

令和　　年　　月　　日

現場代理人氏名 印

現場代理人略歴書様式

※１　枠内をＡ４縦で作成する。
　２　氏名欄は、社印を押印する。

現 場 代 理 人 略 歴 書

１３



別紙第６

工期：令和　　　年　　　月　　　日　から　
　  　令和　　　年　　　月　　　日　まで

月

日

曜日

(130.41)

１
４

日程表様式

※　枠内をＡ４横で作成する。

月

：予定工程を示す。

：実施工程を示す。

「凡例」黒実線

項目

赤実線

日　　程　　表

請負者住所

会　社　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

件名：　



別紙第７

分任契約担当官

自衛隊埼玉地方協力本部長　殿

(130.41)

住　所

氏　名 印

下記作業は、令和　　年　　月　　日完了いたしましたのでお届けいたします。

１

２

３

４

５

１５

契 約 名

完了届様式

※１　枠内をＡ４縦で作成する。
　２　氏名欄は、会社名及び代表者名を記載するとともに、社印を押印する。

実施年月日

契 約 納 期

契約年月日

作 業 場 所

完　　　　了　　　　届

記

令和　　年　　月　　日



内　容 実施時期
／

(　)
／
(　)

／
(　)

／
(　)

／
(　)

／
(　)

／
(　)

／
(　)

／
(　)

／
(　)

／
(　)

除塵
部分水拭き

休日を除く
毎日

全面水拭き
休日を除く
毎日

手摺り 水拭き
休日を除く
毎日

喫煙所 吸殻収集
休日を除く
毎日

玄関マット 除塵
休日を除く
毎日

ごみ箱 ごみ収集
休日を除く
毎日

便所
洗面台、鏡水拭き
便器内外洗浄
床掃除

休日を除く
毎日

ＥＶ
全面水拭き
部分水拭き

週1回

ＥＶホール
全面水拭き
除塵

週1回

庁
舎
外

庁舎周辺 掃き拾い 週3回

不備事項の修正

※　実施項目にレ印を付す。

１
６

別紙第８

確認印

床

日常清掃チェックリスト（共用部分）

項　目

その他

庁
舎
内



別紙第９

　

改善指示書

発　行　日：　　年　　月　　日

点検実施者：　　　　　　　　印

現 場 名 　浦和地方合同庁舎

点検が終わったら、発見された問題点を改善するための方法を記入し、現場監督者等に提出して下さい。
なお、報告書は、所属長に提出する際の現場点検報告書に添付して下さい。

現場責任者等：　　　　　　　　　　殿

No.

１７」

※　枠内をＡ４縦で作成する。

改 善 期 限

点 検 日 時 　　　　年　　月　　日（　）天候（　）　【　　時　　分　～　　時　　分】

【改善指示内容】

場　　　所：

部位・建材：

状　　　態：

【原因】

【改善方法】
・応急処置

　良　・　否（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

・根本処置

【改善指示場所（図で示す）】

完 了 日

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

結果

点検実施者

　　　　年　　月　　日
報告先ＴＥＬ：

※改善後は報告して下さい。再点検を行います。

再点検予定日

(130.41)



件　名　：　

品　　　　　　　名 単位 数　　量 単　　　価 金　　　　　額

庁舎清掃役務 式 1

納 期 ～

納 入 場 所

見 積 条 件

住　所

氏　名

令和7年3月31日

(別途消費税）

庁舎清掃役務

合　　　　　　　　　計

令和6年4月1日

市 価 調 査 表

規　　　　　格

仕様書のとおり

以　下　余　白

備　　考

浦和地方合同庁舎

当社通常価格

見積条件及び契約条項承諾のうえ見積致しました。



品 名 規 格 単 位 数 量 単 価

庁舎清掃役務 仕様書のとおり 式 1

以　　下 余 白

合 計

納 入 場 所 納 期 令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日

入札（契約）保証金 免 除

令 和 6 年 3 月 22 日

　分任契約担当官

　自衛隊埼玉地方協力本部長

竹内　浩之 殿

住 所

会 社 名

代表者名 印

承諾のうえ入札見積いたします。

　また、当社は暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。

入　　札　　書
見　　積　　書

金額　￥

浦和地方合同庁舎

入札（見積）書有効期間

　上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を

金 額



令和　 　　年    　月　  　　日

自衛隊埼玉地方協力本部長

　　　  竹　内　　浩　之　　殿

住　　所

会 社 名

代表者名 ㊞

令和６年度の入札等について、入札書又は見積書の提出に関し

令和　　年　　月　　　日～令和　　年　　月　　日までの間、　　　　　　　を

代理人と定め、下記権限を委任します。

なお、委任解約した場合には、連署のうえお届けします。

１　委任内容

 (1)　入札書提出の件

 (2)　見積書提出の件

 (3)　その他上記委任事項に関する一切の件

委任者 　 ㊞

　

受任者 　 ㊞

　

委　　任　　状


